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世界の健康課題とも言える減塩。とくに日本人は食塩摂取量が多いに
もかかわらず、ここ10年ほどは10g弱で推移していて下げ止まり状
態にあります。一方、2024年からスタートした「健康日本21（第三
次）」に掲げられている食塩摂取量の国民平均の目標は7g。平均で
約3gの減塩を達成するために、従来にない手法が求められていま
す。食品・栄養関連の政策立案に深く関わっている武見ゆかり先生
に、これからの日本の減塩対策の方向性について、成功事例の紹介と
ともに語っていただきました。



● 健康寿命の延伸に向けた減塩の必要性

　2013年に世界保健機関（WHO）は、「非感染性疾患
（NCDs）の予防と制御のための世界行動計画」として、
2025年までに達成すべき9項目の目標を掲げました1）。
禁煙や身体活動と並び「食塩の平均摂取量30％削減」も
その一つであり、それらによってNCDsによる早期死亡リ
スクを25％抑制するとしています。
　食塩の過剰摂取などの不健康な食生活が人々にとり大き
な脅威であることは明らかで、例えば「世界の疾病負担研
究（GBD）」によると、不健康な食事は世界全体の死亡
リスクの22％に、東アジアでは30％に寄与しているとさ
れ、かつ東アジアでは食塩の過剰摂取の寄与割合がとくに
高いことが報告されています2）。
　このような現状への対策は以前から進められていて、最
近もWHOが「Tackling NCDs」という報告書の2024年
版を発行しています3）。その中で「Best buys（最善の
選択）」として、減塩については、食品の包装前面表示
（Front-of-pack labelling）や、食品中の食塩量の低減の
ための施策の再構築などが掲げられています。前者に関し
ては最近、国内でも国立健康・栄養研究所が日本版栄養プ
ロファイルモデルの第一案を発表し4）、これから具体的
な方向に進むのではないかと期待されます。本日は、後者
の「食品中の食塩量の低減のための施策の再構築」、つま
り、減塩のための食環境づくりについてお話しいたします。
　なお、改めて述べるまでもなく、食塩の過剰摂取は高血
圧の発症を促し、カリウムの血圧降下作用を阻害すること
が、日本も参加して行われた大規模国際共同研究
「INTERSALT研究」5）や「INTERMAP研究」6）で示さ
れています。

● 健康日本21（第三次）の食塩目標量と
　 そのための取り組み

　さて、2024年度から「健康日本21（第三次）」がス
タートしました。第二次までの成果を振り返ると、国民平
均の食塩摂取量を8gとする目標に対して、平成28年ごろ
までは漸減したもののそれ以降は変化が乏しく、10g弱程
度で下げ止まりしています。それにもかかわらず第三次で
は、国民平均7gというさらに挑戦的な目標が掲げられま
した。
　この高い目標を達成するため第三次では、「誰一人取り
残さない健康づくり（inclusion）」と「実効性をもつ取

組（implementation）」をキーワードとし、「自然に健
康になれる環境づくり」を推進するという方針が示されま
した。この「自然に健康になれる環境」の中で、食環境に
ついては2021年にその推進に向けた検討会がもたれ、私
が座長を務めさせていただいたのですが、結論としては何
と言っても減塩が最優先で取り組むべき栄養課題であると
いうことになりました。
　この検討会をふまえ厚生労働省は、「健康的で持続可能
な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げました。食品製造
業やメディアなど38（2024年3月時点）の民間事業者が
これに参画し、食環境の改善につながる行動目標を掲げて
推進しています。その際、行動目標として最低一つは、減
塩に関連のある目標を入れることになっています。
　このほかにも同省は、健康日本21（第三次）の実現に
むけてアクションプランを策定することを予定しています
が、まだ発表されていないようです。私が理事長を務めて
いる日本健康教育学会には、環境づくり研究会という研究
会があり、栄養・食生活、身体活動・運動、禁煙という3
分野に関するアクションプランの提案を作成し、学会誌の
特別号で公表しました。どなたでもJ-STAGEからアクセ
スできます。
　その中で例えば減塩については、図１のようなロジック
モデルを提案しています7）。国民全体で減塩というアウ
トカムを達成する（図1右端）には、その前段階の中間ア
ウトカムを設定し、その中間アウトカムの達成に必要なこ
とを整理して、それに対して、国や自治体、保険者、民間
企業、職域、教育機関などがどのように取り組んでいくか
を明確に整理しています。
　本日は、このような考え方に則して実際に私どもが関与
し、「食環境」にアプローチして減塩に成功した事例を2
件紹介したいと思います。

● 職域の食環境整備の事例

　事例紹介の前に、「食環境」という言葉について簡単に
説明いたします。
　食環境という言葉は2000年に「健康日本21（第一
次）」がスタートした時、その政策の中で提案し、広く使
われるようになってきました。その背景には、生活の質や
健康状態の改善には食品・栄養素の摂り方を改善する必要
があるのは間違いないが、一般生活者の知識・態度・行動
を変えるにはどうすれば良いかという議論がありました。
結論として、「情報へのアクセス」、そして「食物へのア

クセス」という二つの側面へのアプローチが必要だろうと
いうことになり、それらを合わせて「食環境」と呼ぶよう
になりました（図２）8）。

● スマートミール弁当で社員の食塩摂取量が有意に減少

　それでは一つ目の事例を紹介します。この事例は、埼玉

県内の中規模企業の取り組みです。社員食堂がないため、
職場単位で弁当を注文する仕組みがありました。その弁当
を、「スマートミール」に対応した内容に変えていただき
ました。
　スマートミールについてはご存じの方もいらっしゃると
思いますが、栄養や公衆衛生、生活習慣病関連の12学会
が参画して健康的な外食や中食を提供する事業者を認証す

る制度です9）。主食・主菜・副菜がそろっていて、エネ
ルギー量や食塩含有量が適切であることなどが認証の条件
です。2018年にスタートし、既に500以上の事業者が認
証されています。
　この事例では、「食物へのアクセス」の改善として、認

進めるには、やはり、人々がふだん家庭外で食べる外食や
総菜・弁当、加工食品などの食品それ自体を少しずつ減塩
するというアプローチが、社会全体として重要なのではな
いかと考えます。
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いる日本健康教育学会には、環境づくり研究会という研究
会があり、栄養・食生活、身体活動・運動、禁煙という3
分野に関するアクションプランの提案を作成し、学会誌の
特別号で公表しました。どなたでもJ-STAGEからアクセ
スできます。
　その中で例えば減塩については、図１のようなロジック
モデルを提案しています7）。国民全体で減塩というアウ
トカムを達成する（図1右端）には、その前段階の中間ア
ウトカムを設定し、その中間アウトカムの達成に必要なこ
とを整理して、それに対して、国や自治体、保険者、民間
企業、職域、教育機関などがどのように取り組んでいくか
を明確に整理しています。
　本日は、このような考え方に則して実際に私どもが関与
し、「食環境」にアプローチして減塩に成功した事例を2
件紹介したいと思います。

● 職域の食環境整備の事例

　事例紹介の前に、「食環境」という言葉について簡単に
説明いたします。
　食環境という言葉は2000年に「健康日本21（第一
次）」がスタートした時、その政策の中で提案し、広く使
われるようになってきました。その背景には、生活の質や
健康状態の改善には食品・栄養素の摂り方を改善する必要
があるのは間違いないが、一般生活者の知識・態度・行動
を変えるにはどうすれば良いかという議論がありました。
結論として、「情報へのアクセス」、そして「食物へのア

クセス」という二つの側面へのアプローチが必要だろうと
いうことになり、それらを合わせて「食環境」と呼ぶよう
になりました（図２）8）。

● スマートミール弁当で社員の食塩摂取量が有意に減少

　それでは一つ目の事例を紹介します。この事例は、埼玉

県内の中規模企業の取り組みです。社員食堂がないため、
職場単位で弁当を注文する仕組みがありました。その弁当
を、「スマートミール」に対応した内容に変えていただき
ました。
　スマートミールについてはご存じの方もいらっしゃると
思いますが、栄養や公衆衛生、生活習慣病関連の12学会
が参画して健康的な外食や中食を提供する事業者を認証す

る制度です9）。主食・主菜・副菜がそろっていて、エネ
ルギー量や食塩含有量が適切であることなどが認証の条件
です。2018年にスタートし、既に500以上の事業者が認
証されています。
　この事例では、「食物へのアクセス」の改善として、認

証を受けた弁当宅配業者さんの協力を得て、スマートミー
ル対応タイプの弁当（スマミル弁当）を選択できるように
しました。従業員の方がスマミル弁当を注文した場合、健
康経営の推進の一環として、1食につき100円を会社が補
助し、450円の弁当が350円で食べられます。もちろん選

進めるには、やはり、人々がふだん家庭外で食べる外食や
総菜・弁当、加工食品などの食品それ自体を少しずつ減塩
するというアプローチが、社会全体として重要なのではな
いかと考えます。
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● 健康寿命の延伸に向けた減塩の必要性
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（NCDs）の予防と制御のための世界行動計画」として、
2025年までに達成すべき9項目の目標を掲げました1）。
禁煙や身体活動と並び「食塩の平均摂取量30％削減」も
その一つであり、それらによってNCDsによる早期死亡リ
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究（GBD）」によると、不健康な食事は世界全体の死亡
リスクの22％に、東アジアでは30％に寄与しているとさ
れ、かつ東アジアでは食塩の過剰摂取の寄与割合がとくに
高いことが報告されています2）。
　このような現状への対策は以前から進められていて、最
近もWHOが「Tackling NCDs」という報告書の2024年
版を発行しています3）。その中で「Best buys（最善の
選択）」として、減塩については、食品の包装前面表示
（Front-of-pack labelling）や、食品中の食塩量の低減の
ための施策の再構築などが掲げられています。前者に関し
ては最近、国内でも国立健康・栄養研究所が日本版栄養プ
ロファイルモデルの第一案を発表し4）、これから具体的
な方向に進むのではないかと期待されます。本日は、後者
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を変えるにはどうすれば良いかという議論がありました。
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クセス」という二つの側面へのアプローチが必要だろうと
いうことになり、それらを合わせて「食環境」と呼ぶよう
になりました（図２）8）。

● スマートミール弁当で社員の食塩摂取量が有意に減少

　それでは一つ目の事例を紹介します。この事例は、埼玉

県内の中規模企業の取り組みです。社員食堂がないため、
職場単位で弁当を注文する仕組みがありました。その弁当
を、「スマートミール」に対応した内容に変えていただき
ました。
　スマートミールについてはご存じの方もいらっしゃると
思いますが、栄養や公衆衛生、生活習慣病関連の12学会
が参画して健康的な外食や中食を提供する事業者を認証す

る制度です9）。主食・主菜・副菜がそろっていて、エネ
ルギー量や食塩含有量が適切であることなどが認証の条件
です。2018年にスタートし、既に500以上の事業者が認
証されています。
　この事例では、「食物へのアクセス」の改善として、認

択は自由意志によります。それとともに「情報へのアクセ
ス」の改善として、月に1回、10分間のミニ講話を全従業
員向けの会議で実施し、減塩に関する情報を提供しました。
　結果を図３にお示しします10）。図３の対照群は、同地
域の同規模の別の企業の従業員です。スマミル弁当を導入
し、ミニ講話を行った介入群では、食塩摂取量や尿ナトリ
ウム/カリウム比（尿Na/K比）が対照群より有意に低下し
たことがわかります。
　この介入効果には、「情報へのアクセス」の改善も影響
した可能性もあります。そこで次に、介入群の中で実際に
週1回以上スマミル弁当を利用していた人とそうでない人
で比較しました。すると、介入前後の変動幅は非有意なが
ら、スマートミールを選択していた人でのみ、食塩摂取量
や尿Na/K比が低下していました。この結果は、「食物へ
のアクセス」の改善効果を示すとともに、「情報へのアク
セス」の取り組みだけでは効果が乏しいことを示唆するも
のと言えます。

● 社員食堂のメニュー変更で社員の血圧が有意に低下

　二つ目の事例は社員食堂がある事業所です。企業内の産
業保健の取り組みに、保健所も関わり地域保健と連携した
事例です。
　この事業所のある埼玉県川越市では、保健所が市の健康
づくりとして高血圧予防に力を入れていました。そこで、
以前から保健所とつながりのあった私どもも加わり、食環
境の改善でどこまで従業員全体の食塩摂取量を低減できる
のかを検証しようということになりました。社員食堂のメ
ニューを変えるとなると、給食受託企業の協力が必要なこ
とはもちろん、労働者組合の同意を得る必要もあります。
計画から評価まで3年をかけました。
　メニュー別に食塩相当量の変化をみますと、どれも減少
しましたが、とくにカレーは7g以上あったものが3g以下
へと、給食受託企業の料理長の工夫でおいしく半減させる
ことができました。これと併せて、食卓に減塩と血圧の関
連を記した健康メモを置くなどの情報提供も行いました。
　その結果、社員の食塩摂取量が有意に減り、かつ、収縮
期血圧が有意に低下するという変化が認められました（図
４）11）。事前の頻回な打ち合わせと、給食受託企業の協
力など、多くの緻密なプロセスと熱意によって実現したこ
の事例は、産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の
推進が、高血圧予防というアウトカム改善につながった好
事例と言って良いかと思います。

● なぜ食品の質そのものの改善が重要なのか

　最後に、なぜ食事や食品の質そのものの改善が重要なの
かということをお話しします。
　例として、妊娠する可能性のある女性に対する、胎児の
二分脊椎予防のために葉酸摂取量を高める海外の取り組み
を紹介します。海外では多くの国で加工食品中に葉酸を添
加しています。仮にこの取り組みを情報提供のみで行った
としたらどうでしょうか。
　まず、その情報を「目にする人／しない人」に分かれま
した。次に、情報を目にしたとしてもそれを「読む人／読
まない人」に分かれ、以下、読んで「理解する人／しない
人」、理解して商品を「購入する人／しない人」と別れて
いき、結局、行動変容が期待できるのはごく限られた一部
の人のみでした。一方、食品中に葉酸が添加されていれば、
それを購入した人は全員、自然に葉酸摂取が増加します。
　情報は、その情報に関心のある人により届きやすいとい
う特性があり、健康関連情報も本当に改善が必要な人でも、
その人の関心が薄い場合には届きにくいものです。ですか
ら、情報提供だけのポピュレーションアプローチでは、関
心の高い人はさらに良くなりますが、関心の薄い人は変わ
らないままとなり、かえって健康格差を拡大する可能性も
否定できません。
　日本にとって重大な健康課題である減塩をもう一歩推し

進めるには、やはり、人々がふだん家庭外で食べる外食や
総菜・弁当、加工食品などの食品それ自体を少しずつ減塩
するというアプローチが、社会全体として重要なのではな
いかと考えます。
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と言っても減塩が最優先で取り組むべき栄養課題であると
いうことになりました。
　この検討会をふまえ厚生労働省は、「健康的で持続可能
な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げました。食品製造
業やメディアなど38（2024年3月時点）の民間事業者が
これに参画し、食環境の改善につながる行動目標を掲げて
推進しています。その際、行動目標として最低一つは、減
塩に関連のある目標を入れることになっています。
　このほかにも同省は、健康日本21（第三次）の実現に
むけてアクションプランを策定することを予定しています
が、まだ発表されていないようです。私が理事長を務めて
いる日本健康教育学会には、環境づくり研究会という研究
会があり、栄養・食生活、身体活動・運動、禁煙という3
分野に関するアクションプランの提案を作成し、学会誌の
特別号で公表しました。どなたでもJ-STAGEからアクセ
スできます。
　その中で例えば減塩については、図１のようなロジック
モデルを提案しています7）。国民全体で減塩というアウ
トカムを達成する（図1右端）には、その前段階の中間ア
ウトカムを設定し、その中間アウトカムの達成に必要なこ
とを整理して、それに対して、国や自治体、保険者、民間
企業、職域、教育機関などがどのように取り組んでいくか
を明確に整理しています。
　本日は、このような考え方に則して実際に私どもが関与
し、「食環境」にアプローチして減塩に成功した事例を2
件紹介したいと思います。

● 職域の食環境整備の事例

　事例紹介の前に、「食環境」という言葉について簡単に
説明いたします。
　食環境という言葉は2000年に「健康日本21（第一
次）」がスタートした時、その政策の中で提案し、広く使
われるようになってきました。その背景には、生活の質や
健康状態の改善には食品・栄養素の摂り方を改善する必要
があるのは間違いないが、一般生活者の知識・態度・行動
を変えるにはどうすれば良いかという議論がありました。
結論として、「情報へのアクセス」、そして「食物へのア

クセス」という二つの側面へのアプローチが必要だろうと
いうことになり、それらを合わせて「食環境」と呼ぶよう
になりました（図２）8）。

● スマートミール弁当で社員の食塩摂取量が有意に減少

　それでは一つ目の事例を紹介します。この事例は、埼玉

県内の中規模企業の取り組みです。社員食堂がないため、
職場単位で弁当を注文する仕組みがありました。その弁当
を、「スマートミール」に対応した内容に変えていただき
ました。
　スマートミールについてはご存じの方もいらっしゃると
思いますが、栄養や公衆衛生、生活習慣病関連の12学会
が参画して健康的な外食や中食を提供する事業者を認証す

る制度です9）。主食・主菜・副菜がそろっていて、エネ
ルギー量や食塩含有量が適切であることなどが認証の条件
です。2018年にスタートし、既に500以上の事業者が認
証されています。
　この事例では、「食物へのアクセス」の改善として、認

進めるには、やはり、人々がふだん家庭外で食べる外食や
総菜・弁当、加工食品などの食品それ自体を少しずつ減塩
するというアプローチが、社会全体として重要なのではな
いかと考えます。
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上田 陽一 先生（座長）　ありがとうございました。減
塩の意義と「健康日本21」などの施策の総括、そして
たいへんインプレッシブな実証研究の成果を2件紹介
いただき、食品そのものを減塩にする重要性をお示し
いただきました。実証研究はたいへんご苦労があった
と思いますが、いかがでしょうか？
武見 ゆかり 先生　ポイントは、やはり現場の保健師、
管理栄養士などのスタッフの頑張り、そしてなにより
企業のトップの姿勢ですね。経営者の本気度だと思い
ます。その点では、ご紹介した二つの事例はどちらも

協力的で幸運でした。
　また、弁当事業者や給食受託の企業の選定も非常に
重要です。今回お話しした最初の事例も、実は本来の
配達エリアから外れていたのですが、企画趣旨をお伝
えしたところ「そういうことならば」と前向きに対応
いただけました。しかし、協力を得られる弁当・給食
受託企業探しは、ハードルが高いことは否めません。
地域にそうした企業や事業者を増やしていくことも、
われわれ公衆衛生および栄養の専門家に課せられた課
題だと考えています。
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